
箕
面
市
高
齢
者
等
紙
お
む
つ
給
付
事
業
実
施
要
綱

制
定

平
成
十
八
年
五
月
一
日
箕
面
市
訓
令
第
三
十
三
号

改
正

平
成
十
九
年
七
月
十
日
箕
面
市
訓
令
第
四
十
八
号

改
正

平
成
二
十
二
年
四
月
五
日
箕
面
市
訓
令
第
三
十
号

改
正

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
五
日
箕
面
市
訓
令
第
七
号

改
正

平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
八
日
箕
面
市
訓
令
第
六
十
七
号

改
正

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日
箕
面
市
訓
令
第
六
号

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
要
綱
は
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
に
基
づ
く

地
域
支
援
事
業
又
は
本
市
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
高
齢
者
等
に
対
し
て
紙
お
む
つ

を
給
付
す
る
こ
と
に
よ
り
、
安
心
な
日
常
生
活
を
保
障
し
、
自
立
支
援
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

（
対
象
者
）

第
二
条

紙
お
む
つ
の
給
付
の
対
象
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
と

す
る
。

一

箕
面
市
内
に
居
住
し
、
か
つ
、
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八

十
一
号
）
に
基
づ
き
本
市
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
者
。
た
だ
し
、
特

別
な
事
情
が
あ
る
と
市
長
が
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二

在
宅
で
紙
お
む
つ
を
使
用
し
て
い
る
次
に
掲
げ
る
者

イ

介
護
保
険
法
に
規
定
す
る
要
介
護
認
定
又
は
要
支
援
認
定
を
受
け
て
い
る
者

ロ

六
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
（
イ
に
掲
げ
る
者
を
除
く

。）

三

市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
に
属
し
て
い
る
者
（
四
月
か
ら
六
月
ま
で
に
紙
お
む

つ
の
給
付
の
申
請
を
行
う
場
合
は
、
前
年
度
に
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
に
属
し

て
い
る
者
）

（
給
付
申
請
）



第
三
条

紙
お
む
つ
の
給
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
対
象
者
は
、
箕
面
市
高
齢
者
等
紙
お

む
つ
給
付
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）
に
、
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
に
属
し
て
い
る

こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
（
四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
間
に
申
請
す

る
者
に
あ
っ
て
は
前
年
度
に
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
に
属
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
）
を
添
え
て
、
市
長
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
当
該
対
象
者
が
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
に
属
し
て
い
る
こ
と
を
公
簿
等

の
閲
覧
又
は
関
係
行
政
機
関
等
か
ら
の
提
供
に
よ
り
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き

は
、
当
該
書
類
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
給
付
限
度
額
及
び
給
付
期
間
）

第
四
条

紙
お
む
つ
給
付
限
度
額
は
一
月
当
た
り
四
千
三
百
二
十
円
と
し
、
給
付
期
間

は
十
二
月
を
限
度
と
す
る
。

２

前
項
の
給
付
期
間
は
、
給
付
を
開
始
し
た
月
か
ら
起
算
す
る
。

（
紙
お
む
つ
の
給
付
の
決
定
及
び
通
知
）

第
五
条

市
長
は
、
第
三
条
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
審
査
の
上
、
給

付
の
可
否
を
決
定
し
、
対
象
者
に
箕
面
市
高
齢
者
等
紙
お
む
つ
給
付
承
認
・
不
承
認

決
定
通
知
書
（
様
式
第
二
号
。
以
下
「
通
知
書
」
と
い
う

。）

に
よ
り
通
知
す
る
も

の
と
す
る
。

（
給
付
券
の
交
付
）

第
六
条

市
長
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
紙
お
む
つ
の
給
付
を
決
定
し
た
と
き
は
、
対

象
者
に
箕
面
市
紙
お
む
つ
給
付
券
（
様
式
第
三
号
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
給
付
の
停
止
等
）

第
七
条

紙
お
む
つ
の
給
付
を
受
け
て
い
る
者
は
、
入
院
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
紙
お

む
つ
の
給
付
を
必
要
と
し
な
く
な
っ
た
と
き
、
又
は
第
二
条
の
対
象
者
に
該
当
し
な

く
な
っ
た
と
き
（
死
亡
又
は
市
外
に
転
出
し
た
場
合
を
除
く

。）

は
、
市
長
に
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



２

市
長
は
、
前
項
に
規
定
す
る
届
出
を
受
け
た
と
き
は
、
紙
お
む
つ
の
給
付
を
停
止

又
は
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
紙
お
む
つ
の
給
付
が
停
止
さ
れ
て
い
る
者
が
、
給
付
の
再
開

を
希
望
す
る
と
き
は
、
市
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
給
付
停
止
等
の
通
知
）

第
八
条

市
長
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
紙
お
む
つ
の
給
付
を
停
止
し
た
と
き

は
、
受
給
者
に
通
知
書
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２

市
長
は
、
前
条
第
三
項
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
審
査
の
上
、
紙

お
む
つ
の
給
付
の
再
開
の
可
否
を
決
定
し
、
紙
お
む
つ
の
給
付
が
停
止
さ
れ
て
い
る

者
に
通
知
書
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
給
付
の
取
消
し
）

第
九
条

市
長
は
、
受
給
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
紙
お
む

つ
の
給
付
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一

不
正
な
申
請
に
よ
り
紙
お
む
つ
の
給
付
を
受
け
た
と
き
。

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
市
長
が
必
要
と
認
め
る
と
き
。

（
委
任
）

第
十
条

こ
の
要
綱
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
紙
お
む
つ
給
付
に
関
し
て
必
要
な
事
項

は
、
市
長
が
別
に
定
め
る
。

附

則
（
平
成
十
八
年
箕
面
市
訓
令
第
三
三
号
）

こ
の
要
綱
は
、
訓
令
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

た
だ
し
、
第
二
条
第
三
号
の
規
定
は
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
十
九
年
箕
面
市
訓
令
第
四
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
要
綱
は
、
訓
令
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）



２

改
正
前
の
箕
面
市
高
齢
者
紙
お
む
つ
給
付
事
業
実
施
要
綱
の
規
定
に
よ
り
な
さ
れ

た
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
要
綱
の
相
当
規
定
に
よ
り
な
さ
れ
た
行
為

と
み
な
す
。

附

則
（
平
成
二
十
二
年
箕
面
市
訓
令
第
三
十
号
）

こ
の
要
綱
は
、
訓
令
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
十
六
年
箕
面
市
訓
令
第
七
号
）

こ
の
要
綱
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
十
七
年
箕
面
市
訓
令
第
六
十
七
号
）

こ
の
要
綱
は
、
平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
十
八
年
箕
面
市
訓
令
第
六
号
）

こ
の
要
綱
は
、
訓
令
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


